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一
関
地
区
広
域
行
政
組
合
が
策
定

し
た
介
護
保
険
事
業
計
画
と
整
合
性

を
図
る
た
め
、　

年
度
ま
で
と
し
ま

23

す
。
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高
齢
者
が
要
介
護
状
態
に
陥
る
こ

と
を
未
然
に
防
止
し
、
健
康
で
生
き

生
き
と
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
介

護
予
防
事
業
の
充
実
を
図
り
ま
す
。
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◎
特
定
高
齢
者
把
握
事
業

　

◎
通
所
介
護
型
介
護
予
防
事
業

　

▼
運
動
機
能
・ 
口
腔 
機
能
の
向
上

こ
う
く
う

　

▼
栄
養
改
善

　

▼
閉
じ
こ
も
り
予
防
・
支
援

　

▼
う
つ
予
防
・
支
援
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◎
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業

　

▼
介
護
予
防
教
室

　

▼
転
倒
予
防
教
室

　

▼
認
知
症
予
防
教
室

　

▼
男
の
介
護
予
防
教
室

　

◎
地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業

　

▼
介
護
予
防
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成

　
　

講
座

　

▼
茶
話
会
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◎
生
活
支
援
ヘ
ル
パ
ー
等
派
遣
サ

　
　

ー
ビ
ス

　

◎
生
活
支
援
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
サ

　
　

ー
ビ
ス
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高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

そ
の
人
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
よ
う
、
ま
た
介
護
者
の
負
担

軽
減
な
ど
を
図
る
た
め
家
族
介
護
支

援
を
充
実
さ
せ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	



　

◎
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

　

◎
在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
等
介
護

　
　

手
当
支
給
事
業
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◎
訪
問
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
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高
齢
者
が
こ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
き

た
家
で
、
い
つ
ま
で
も
生
活
で
き
る

よ
う
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

ま
す
。
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高
齢
者
の
権
利
を
守
り
、
自
ら
社

会
参
加
で
き
る
よ
う
権
利
擁
護
支
援

制
度
の
普
及
を
図
り
ま
す
。
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高
齢
者
が
必
要
な
時
に
必
要
な
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
、
生
活
の
質
の

向
上
の
た
め
地
域
で
の
支
援
体
制
の

構
築
を
推
進
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

次
の
機
関
と
の
連
携
を
図
り
ま
す
。
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高
齢
者
が
積
極
的
に
社
会
参
加

し
、
生
き
が
い
に
満
ち
た
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
社
会
活
動
を

促
進
し
ま
す
。
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保
健
セ
ン
タ
ー�
　

―
５
５
７
１

46

�
�
�
�
�

�
�
�
�

昨年のシルバースポーツ大会の様子
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　江戸時代の『風土記』では、毛越寺の池を「大泉池
（おおいずみがいけ）」、観自在王院の池を「舞鶴池（ま
いづるがいけ）」、そして無量光院の池を「梵字池」（ぼ
んじがいけ）」と伝えています。　無量光院の「梵字池」
は池の形を残しながら、長い間水田として利用されて
きました。
　昨年の推薦書作成委員会の席上、大矢邦宣平泉文化
遺産センター館長から「池は浄土の中心であり、池に
は水がなければならない」「イコモスによる現地調査の
際には、無量光院の池跡に水を張って説明した方が分
かりやすいのではないか」とアドバイスがありました。
　今回その提案が有効かどうか確認するため、４月15
日から池跡部分への水張りを試験的に実施しました。
水張りは公有化するまで水田だったところで、池跡全
体の約７割に当たります。照井土地改良区の協力で照
井堰から取水し、２日がかりで水張りが完了しました。
　４月20日、現地を視察した大矢館長は「風景が一変
し、平泉の景観がよみがえった。イコモスの調査員に
無量光院跡の素晴らしさや、将来的に整備していくこ
とを理解していただくためにも水張りは必要」として、
今回の実験を高く評価しました。
　部分的とはいえ、かつての浄土庭園の雰囲気が再現

された無量光院跡の景観は、一般の方々からも好評を
頂いています。当初想定された漏水も発生しないこと
や、より多くの方々から意見を求めるため、連休が終
わる５月５日まで、池の状態を維持することになりま
した。　町では今回の結果を精査し、県教育委員会と協
議の上、イコモス現地調査の際の対応を検討します。

����������	
�

�����
　平泉の文化遺産は、平成23年の世
界遺産登録を目指しています。この
コーナーでは、登録に向けた取り組
み状況についてお知らせします。
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満々と水をたたえた「梵字池」。水面に金鶏山の姿が映り、
夕陽が沈むころには神秘的な雰囲気が辺りに漂います
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　①史跡内では�建築物の新・増・改築�工作物の設置
や改修�仮設物の設置�管や側溝・ケーブルなどの埋設
や改修�土木工事などによる掘削や造成�地面の舗装�
道路や水路の改修や補修�樹木の伐採―など史跡の現状
を変更し、その保存に影響を及ぼす行為をする場合には、
文化財保護法第125条第１項の規定により現状変更の許
可が必要です。また建物の解体や工作物・埋設物などの
撤去も許可が必要になります。

　②原則として事前に発掘調査を実施します。調査によ
り現状変更行為が適切かどうか判断します。
　③許可申請書を提出していただき、審査で決定されま
す。許可者は文化庁長官（一部は県教委に委任）です。
　④申請から審査を経て結果が出るまで２、３カ月かか
ります。県教委許可案件の場合は１カ月程度です。
　⑤許可後に申請内容などを変更しようとするときは、
変更することについて許可を受けなければなりません。
　⑥現状変更完了後、速やかに終了報告書を提出してい
ただきます。
　（注）特別史跡中尊寺境内、特別史跡毛越寺境内附鎮
守社跡、特別名勝毛越寺庭園、名勝旧観自在王院庭園、
特別史跡無量光院跡、史跡柳之御所・平泉遺跡群、史跡
金鶏山、史跡達谷窟
�������平泉文化遺産センター　�46-4012
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